
5月 3日・憲法記念日
4日・みどりの日
5日・こどもの日

（皐月） MAY

公益法人制度改革により、従来の社団法人や財団法人は、平成
20年12月１日時点で自動的に「特例民法法人」となりました。平
成25年11月までに公益（社団・財団）法人か一般（社団・財団）
法人に移行申請しなければ解散させられますが、移行期間中は従
来と同様に優遇税制が適用され、従来の名称が使えます。
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ワンポイント

5月の税務と労務

特例民法法人

国　税／4月分源泉所得税の納付
5月10日

国　税／3月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等） 5月31日

国　税／9月決算法人の中間申告
5月31日

国　税／6月、9月、12月決算法人の
消費税等の中間申告
（年3回の場合） 5月31日

国　税／個人事業者の消費税等の中
間申告（年3回の場合）5月31日

国　税／確定申告税額の延納届出に
よる延納税額の納付

5月31日
国　税／特別農業所得者の承認申請

5月16日
地方税／自動車税・鉱区税の納付

都道府県の条例で定める日
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5月号 2

労
働
者
が
仕
事
中
（
ま
た
は
通
勤

途
中
）
の
ケ
ガ
や
病
気
に
よ
り
死
亡

し
た
と
き
に
は
、
労
災
保
険
か
ら
遺

族
補
償
給
付
（
遺
族
補
償
年
金
と
遺

族
補
償
一
時
金
が
あ
る
）
が
、
厚
生

年
金
保
険
及
び
国
民
年
金
か
ら
遺
族

厚
生
年
金
等
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
遺

族
の
範
囲
、
支
給
額
等
は
各
法
律
で

各
々
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
労
災
保
険
に
は
、
先

順
位
者
が
失
権
す
る
と
次
順
位
者
が
、

そ
の
次
順
位
者
が
失
権
す
る
と
次
の

順
位
の
人
が
と
い
う
よ
う
に
、
最
後

の
順
位
の
遺
族
ま
で
権
利
が
移
転
す

る
制
度
（
転
給
と
い
う
）
が
あ
り
、

こ
の
点
が
厚
生
年
金
保
険
や
国
民
年

金
と
異
な
り
ま
す
。

●

●

●

●

●

●

遺
族
補
償
年
金
　

遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
遺
族
は
、
労
働
者
の
配
偶
者

（
内
縁
関
係
を
含
む
。
以
下
同
じ
）
、

子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
及
び
兄
弟

姉
妹
で
、
労
働
者
の
死
亡
当
時
そ
の

収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い

た
も
の
の
う
ち
、
一
定
要
件
を
満
た

し
た
遺
族
が
、
そ
の
順
位
に
従
い
支

給
さ
れ
ま
す
。

遺
族
補
償
年
金
の
額
は
、
遺
族
補

償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
遺

族
の
数
に
応
じ
て
、
給
付
基
礎
日
額

の
一
五
三
日
分
か
ら
二
四
五
日
分
と

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
同
一
の
事
由
に
よ
り
厚
生
年

金
保
険
等
か
ら
死
亡
に
関
す
る
年
金
が

支
給
さ
れ
る
と
き
は
、
遺
族
補
償
年
金

の
支
給
額
が
減
額
調
整
さ
れ
ま
す
。

●

●

●

●

●

●

遺
族
補
償
一
時
金

遺
族
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
遺
族
が
な
い
と
き
ま
た
は
遺

族
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す

る
人
の
権
利
が
消
滅
し
た
場
合
に
お

い
て
、
他
に
そ
の
遺
族
補
償
年
金
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
が
な
く
、

か
つ
、
受
給
権
者
で
あ
っ
た
遺
族
に

対
し
支
給
さ
れ
た
遺
族
補
償
年
金
及

び
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額

の
合
計
額
が
給
付
基
礎
日
額
の
一
千

日
分
に
満
た
な
い
と
き
に
、
一
千
日

を
限
度
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
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●

●

●

●

●

●

葬
祭
料

葬
祭
料
は
、
三
一
万
五
千
円
に
給

付
基
礎
日
額
の
三
〇
日
分
を
加
え
た

額
（
そ
の
額
が
給
付
基
礎
日
額
の
六

〇
日
分
に
満
た
な
い
場
合
は
、
給
付

基
礎
日
額
の
六
〇
日
分
）
で
す
。

労
災
事
故
で
す
の
で
、
健
康
保
険

か
ら
埋
葬
料
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

●

●

●

●

●

●

遺
族
特
別
支
給
金

遺
族
特
別
支
給
金
は
、
遺
族
の
援

護
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
社
会
復
帰

促
進
等
事
業
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ

て
い
る
も
の
で
、
遺
族
補
償
年
金
の

受
給
権
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
定
額

で
三
百
万
円
（
一
回
）
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

●

●

●

●

●

●

遺
族
特
別
年
金
・
遺
族
特
別
一
時
金

遺
族
特
別
年
金
・
遺
族
特
別
一
時

金
（
い
わ
ゆ
る
ボ
ー
ナ
ス
特
別
支
給

金
）
は
、
賞
与
等
三
カ
月
を
超
え
る

期
間
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
特
別
給
与

を
算
定
の
基
礎
と
す
る
特
別
支
給
金

の
こ
と
で
、
遺
族
特
別
支
給
金
と
同

様
、
社
会
復
帰
促
進
等
事
業
の
一
つ

で
す
。

保
険
給
付
の
算
定
の
基
礎
と
な
る

給
付
基
礎
日
額
に
は
、
ボ
ー
ナ
ス
等

の
特
別
給
与
が
含
ま
れ
て
い
な
い
た

め
、
日
本
の
賃
金
慣
行
を
鑑
み
そ
れ

を
実
質
的
に
補
完
し
、
給
付
に
反
映

さ
せ
て
い
く
目
的
で
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
ボ
ー
ナ
ス
特
別
支
給
金
に
は
、

遺
族
補
償
年
金
の
受
給
権
者
に
対
し

て
支
給
さ
れ
る
①
遺
族
特
別
年
金
と
、

遺
族
補
償
一
時
金
の
受
給
権
者
に
対

し
て
支
給
さ
れ
る
②
遺
族
特
別
一
時

金
が
あ
り
ま
す
。

支
給
額
は
、
①
は
遺
族
の
数
に
応

じ
て
算
定
基
礎
日
額
の
一
五
三
日
分

か
ら
二
四
五
日
分
、
②
は
算
定
基
礎

日
額
の
一
千
日
が
限
度
で
す
。

●

●

●

●

●

●

遺
族
厚
生
年
金

被
保
険
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、

そ
の
死
亡
当
時
被
保
険
者
に
よ
り
生

計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
配
偶
者
、
子
、

父
母
、
孫
、
祖
父
母
の
う
ち
、
一
定

要
件
を
満
た
し
た
遺
族
に
遺
族
厚
生

年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

金
額
は
、
報
酬
比
例
部
分
（
二
階
部

分
）
の
四
分
の
三
相
当
額
で
す
。

●

●

●

●

●

●

遺
族
基
礎
年
金

被
保
険
者
が
死
亡
し
た
当
時
、
生

計
維
持
関
係
に
あ
っ
た
子
の
あ
る
妻

ま
た
は
子
に
、
遺
族
基
礎
年
金
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

遺
族
基
礎
年
金

の
額
は
、
遺
族
の

数
に
よ
り
、
定
額

で
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

【
年
金
給
付
基
礎

日
額
の
年
齢
階
層

別
最
低
・
最
高
限

度
額
】

労
災
保
険
に

は
、
年
齢
階
層
別

の
給
付
基
礎
日
額

の
最
低
限
度
額
及

び
最
高
限
度
額

（
下
表
参
照
）が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

年
金
給
付
基
礎
日
額
は
、
被
災
日
を

基
準
と
し
て
算
定
さ
れ
ま
す
の
で
、

若
年
時
に
被
災
し
た
労
働
者
の
年
金

額
が
生
涯
に
わ
た
り
据
え
置
か
れ
た

り
、
逆
に
中
高
齢
者
が
被
災
し
た
場

合
は
、
そ
の
当
時
は
年
金
額
が
高
額

で
あ
っ
て
も
年
齢
と
と
も
に
稼
得
能

力
が
低
下
す
る
の
は
一
般
的
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
高
額
の
年
金
が
支

給
さ
れ
続
け
た
り
、
あ
る
い
は
偶
発

的
な
事
由
に
よ
り
低
賃
金
で
就
労
中

に
被
災
し
た
場
合
等
の
問
題
が
指
摘

さ
れ
た
た
め
、
本
来
の
労
災
保
険
制

度
の
趣
旨
を
達
成
す
る
目
的
で
設
け

ら
れ
た
も
の
で
す
。

特
に
、
受
給
権
者
は
、
五
〇
歳
か

ら
五
五
歳
未
満
を
ピ
ー
ク
に
、
年
齢

と
共
に
支
給
額
が
減
額
さ
れ
る
こ
と

に
留
意
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

た
と
え
ば
、
五
〇
歳
で
被
災
し
た
人

の
給
付
基
礎
日
額
が
限
度
額
の
二
万

四
、
四
五
五
円
だ
っ
た
場
合
、
六
〇

歳
〜
六
五
歳
ま
で
の
間
は
二
万
七
九

四
円
と
な
り
約
一
五
％
減
額
、
七
〇

歳
以
後
は
一
万
二
、
七
七
四
円
と
な

り
、
ほ
ぼ
半
減
し
ま
す
。



5月号 4

障
害
給
付
（
障
害
厚
生
年
金
・
障

害
基
礎
年
金
）
に
か
か
る
加
給
年
金

額
及
び
子
の
加
算
は
、
障
害
給
付
の

受
給
権
発
生
時
点
に
お
い
て
、
生
計

維
持
関
係
が
あ
る
一
定
年
齢
の
配
偶

者
ま
た
は
子
が
あ
る
と
き
に
加
算
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
二
十
三
年

四
月
一
日
以
降
は
、
そ
の
範
囲
が
拡

大
さ
れ
て
、
障
害
給
付
の
受
給
権
発

生
後
に
、
婚
姻
や
養
子
縁
組
等
に
よ

り
配
偶
者
や
子
を
有
す
る
よ
う
に
な

っ
た
場
合
も
、
加
算
を
受
け
ら
れ
る

間
、
生
計
維
持
の
認
定
を
行
う
こ
と

と
さ
れ
、
加
算
が
行
わ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

手
続
き
は
、
配
偶
者
を
有
す
る
よ

う
に
な
っ
た
と
き
は
そ
の
日
か
ら
一

〇
日
、
子
の
場
合
は
一
四
日
以
内

に
、
氏
名
、
生
年
月
日
等
を
記
載
し

た
届
出
書
に
、
生
計
維
持
関
係
を
証

明
で
き
る
書
類
を
添
付
し
て
日
本
年

金
機
構
に
行
い
ま
す
。

障害等級の見直し

仕事中または通勤途中の事故で、外貌
（日常的に人目につく頭、顔、首等）に、
やけどや傷跡などが残った場合、労災保
険から障害補償給付または障害給付が支
給されます。

給付の基礎となる障害等級は、障害等
級表に基づき認定されますが、従来は、
障害が同程度でも男性は女性より低い等
級に扱われていました。

そこで、この男女格差を解消するため
に、次の改正が行われ、平成23年２月１
日から実施されています。
a 外貌に著しい醜状を残すもの

①女性の場合　第７級  従来どおり
②男性の場合　第12級→第７級

s 外貌に醜状を残すもの
①女性の場合　第12級  従来どおり
②男性の場合　第14級→第12級

このほか「外貌に相当程度の醜状を残す
もの」（第９級）が新設されました。

傷病手当金と障害給付

被保険者が、仕事以外のケガや病気の療
養のため働けなくなったときは、休業４日
目から、健康保険から傷病手当金が支給さ
れます。

１年６カ月を経過すると傷病手当金は失
権し、その時点で障害等級に該当する場合
は、障害給付（障害厚生年金（障害等級が
１級または２級の場合は、障害基礎年金が
併給））が支給されます。

障害給付は、初診日（初めて医師などの
診療を受けた日）から起算して１年６カ月
を経過した日（その期間内に治った（その
症状が固定し、治療の効果が期待できない
状態をいう）ときは、その治った日）、す
なわち障害認定日に障害等級に該当する程
度の障害の状態にあることが支給要件のひ
とつです。

ここで注意したいのは、①傷病手当金と
障害給付の支給額と②障害給付の支給開始

までの期間です。
①　支給額　

傷病手当金の支給額は、１日当たりそ
の時点における標準報酬日額の３分の２
相当額ですが、障害厚生年金は障害認定
日までの平均の標準報酬月額に基づき算
定されますので（障害基礎年金は定額）、
金額が大幅に低下する可能性がありま
す。

②　障害給付の支給開始までの期間
障害認定日が、原則どおり初診日から

１年６カ月経過後にある場合、障害給付
の裁定請求をしてから本人の預金口座に
振り込まれるまで通常３カ月前後かかり
ますので（年金事務所により異なる）、
傷病手当金が支給されなくなってから障
害給付が支給されるまでの間は、国から
の給付はなくなります。
受給権者は、傷病手当金の支給満了後か

ら障害給付の支給開始までの期間につい
て、早い時期に、生活設計を立てると安心
でしょう。

障
害
給
付
の
受
給
権
発
生
後
に
婚
姻
な
ど
し
た
と
き


